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おたずね：環境生活課　TEL 21-6988

　最近、ごみ処理施設に、分別されていないごみが搬入され、施設の機器の破損
や稼働停止、また収集員・処理員がケガをするなど、大変困っています。
　円滑にごみを処理するため、正しいごみの分別について、ご協力をお願いします。

可燃ごみに、不燃ごみを混入しないでください
　可燃ごみに、針金やライター、ガスボンベなどの不燃ごみが混入し、出雲
エネルギーセンターの機器の破損や施設の稼動ができなくなる場合がありま
すので、ごみの分別の徹底をお願いします。

在宅医療廃棄物のごみ選別

包丁などの出し方

　刃の部分を新聞紙などで包んでテープで止めて、
刃物・包丁と記載して「破砕ごみ」で出してください。

　可燃・不燃ごみの「ごみ集積箱設置及び集積化」にご協力ください
　市では、生活環境の美化を目的に、「ごみの集積化」を推進しています。
　この一環として、自治会（町内会）などで「ごみの集積化」のために、ごみ集積箱を購入または修理す
る場合は、「ごみ集積場設置経費補助金」の制度がありますのでご利用ください。

　※補助要件に該当しない場合がありますので、事前に環境生活課または各支所（担当課窓口）へ相談し
てください。

可燃ごみにいれないで！

「正しいごみの分別」「正しいごみの分別」
にご協力ください！にご協力ください！

「正しいごみの分別」
にご協力ください！

包丁

① 感染するおそれがあるもの
針など鋭利なものがついているもの
（注射針、点滴針、ペン型自己注射針など）

「処方された医療機関へ返すか、専門業者へ委託」
してください。

②感染するおそれがないもの（家庭で排出するように医療機関から指導があったもの）

ビニールバッグ類
（点滴バッグ、チューブなど）

「可燃ごみ」で出してください。

※針などを取り外して中身を空にし、他の可燃ごみと同じ袋
で出してください。
※針などが取り外せない場合は、処方された医療機関へ返す
か、専門業者へ委託してください。
※チューブは、50㎝以内に切ってください。

紙　類
（脱脂綿、ガーゼ、紙おむつなど）

「可燃ごみ」で出してください。
※紙おむつの汚物は取り除いてください。
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合併協議会は、どなたでも傍聴できます。
なお、傍聴希望者が多数の場合には抽選となります。

出雲市・斐川町合併協議会事務局　TEL 21－6278

6月29日（火）15時～17時
7月13日（火）15時～17時
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■おたずね

第３回

第４回

いずれも、斐川町中央公民館（荘原町）　３階 講義室

まちづくり懇談会
開催日 会　場

  7月15日（木）

  7月29日（木）

湖陵コミュニティセンター

久多美コミュニティセンター

※鰐淵地区まちづくり懇談会（会場：鰐淵コミュニティセンター）は
　都合により７月７日（水）に変更となりました。
◆どなたでも参加できます。当日会場へお越しください。
◆手話通訳・要約筆記の必要な方は、福祉推進課

�２１－６９５９  ＦＡＸ２１－６５９８ まで

おたずね／広報情報課 �  ２１－８５７８

（19時～20時30分）
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